
様式第１号（用紙 日本産業規格Ａ４縦型）

身体障害者等の利用に供する自動車税 減免申請書

年 月 日

財務事務所長 様

申

請

者

住 所

（所在地）

〒

氏 名

（名称）

電 話

静岡県税賦課徴収規則第 17条の規定により次のとおり減免を申請します。

年度 年度 自動車税額 円
構造変更

等の日
年 月 日

登録番号 初度登録年

す

る

自

動

車

の

状

況

減

免

を

受

け

よ

う

と

車 名 種 別

車体の形状 型 式

区 分 自家用・営業用 乗車定員

所有者

住所(所在地)

氏名(名 称)

使用者

住所(所在地)

氏名(名 称)

定 置 場

（当該車両を利用する施設名等 ： 電話 ）

利用状況（計画）

（※該当する項目の申告をしてく

ださい。「１」である場合は利用状

況を詳細に記入してください。）

１ 身体障害者等の利用の用に供している。

具体的な利用状況：

２ 身体障害者等の利用の用に供していない。

その他の申告事項

（※リース車等で所有者と使用者

が異なる場合や施設等で利用し所

有者名と名称が異なる場合は、その

関係を詳細に記入してください。）



１ 記載上の注意

(1) 「申請者」欄は、減免を受けようとする人の住所（所在地）、氏名（名称）等を記入

してください。

(2) 「減免を受けようとする自動車の状況」欄は、減免を受けようとする自動車の「自

動車検査証」に記載されている内容を記入してください。

(3) 「利用状況」欄は、「１」又は「２」の該当する項目に○を付けてください。「１」

である場合は、利用状況を詳細に記入してください。

(4) 「その他の申告事項」欄は、所有者が法人であり利用する施設名が当申請書だけで

はわからない場合等にその詳細を記入してください。

２ 当申請書の提出期限

(1) 証紙徴収による場合

県税賦課徴収条例第 56条の申告書を提出する時

(2) 普通徴収による場合

毎年度納期限前７日

３ 申請時の必要書類

当申請書の他に、下記の場合によりそれぞれ次の書類の提出が必要です。

(1) 証紙徴収

・構造変更を証する書類（８ナンバーの減免対象車は省略して差し支えありません。）

（「車いす移動車」と同様の自動車にあっては改造部分の床面積が２分の１以上とわかるもの）

・個人登録の場合は、身体障害者手帳等（所有者は手帳所持者でなくても可）又は個

人事業を証する書類（身体障害者手帳等については写しも添付してください。）

・その他財務事務所が審査に必要と判断した書類

（減免申請書の提出があった後、財務事務所が申請者に対して指定します。）

(2) 普通徴収

・その他財務事務所が審査に必要と判断した書類

（減免申請書の提出があった後、財務事務所が申請者に対して指定します。）

※運行記録簿は必要に応じて提出を求める場合がありますので、通常の運行にあたり

記録を取るようにしてください。


